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非常災害時等における対応について 
 
 
 保護者の皆様には、平素より本校の教育活動に対するご支援、ご協力をいただいております

ことに感謝申し上げます。 
本校では、市教育委員会より示された「地震発生時における対応の変更について」及び「特別

警報発表時における対応について」等に基づき、非常災害時等における対応について、次のとお

りとし、生徒一人一人の命を最優先とした学校運営に努めてまいります。保護者の皆様には、ご

理解の上、ご協力を賜りますようお願いいたします。 
 

１ 震度５弱以上の地震や特別警報が発令された場合 

 対     応 

自宅にいる場合 

 
○「夜半（深夜０時前後）」～「早朝」の場合 

当日は原則として「臨時休業」とします。 
・被害の状況によっては、市教育委員会の判断で臨時休業にしないこ

ともあります。その場合は「学校安全情報配信メール」でお知らせ

します。 
・メール配信は、地震発生からおおむね１時間後を想定しています。 
 

※震度４以下でも保護者の判断で、登校が不可能と判断した場合は、

学校へ連絡してください。（欠席、遅刻にはなりません。） 
 

学校にいる場合 

 
○学校や学区の状況を踏まえ判断し、「学校安全情報配信メール」等

でお知らせします。 
・状況によっては平常どおり教育活動を行うことや、午前に発生した

場合には午前授業にすることもあります。 
 

登下校中の場合 
（休日等の場合も） 

 
○登下校中、大きな地震が発生した場合の避難場所をあらかじめ家

族で話し合い、決めておくようお願いいたします。 
 

 
◎震度にかかわらず、津波注意報及び警報等が発令された場合の対応については、学区の地

理的状況を踏まえ判断し、「学校安全情報配信メール」等でお知らせします。 
 

 
◎学校からの連絡は、以下の手段で複合的に行います。 

 ・学校安全情報配信メール ・保護者連絡アプリ「tetoru」 ・プリント ・電話 



２ 台風、暴風雨、暴風雪等（雷、不審者情報、動物出現）の場合            

 対     応 

前日に対応が決ま

った場合 
○台風等の状況を確認でき次第、「学校安全情報配信メール」や通知

文書等で対応をお知らせします。 

特に、学校から連

絡がなかった場合 

 
○原則として出校とします。 
・保護者の判断で、登校が不可能（強い雨、河川の増水、冠水等）と

判断した場合は、学校に連絡してください。 
 （欠席、遅刻にはなりません。） 
 

学校にいる場合 

 
○学校や学区の状況を踏まえ判断し、「学校安全情報配信メール」等

でお知らせします。 
・急激な天候の変化（各種警報発令中や注意報でも危険性が高い場

合）、不審者情報、動物出現により、帰宅が難しいと判断した場合

は、生徒は学校に待機させ、原則として保護者引き渡しとなりま

す。 
 

 

３ Ｊアラートが発令された場合             

 対     応 

自宅にいる場合 

 
○屋内にとどまり、テレビやラジオなどから情報を得るよう努めま

しょう。 
・ドアや窓を全部閉めましょう。 
・窓から離れ、机など丈夫なものに隠れ、身を低くし、頭部を守りま

しょう。 
 

学校にいる場合 

 
○机の下に隠れさせるなど、安全を確保します。 
○グラウンドなど外にいる場合は速やかに校舎内に避難させます。 
○学校や学区の状況を踏まえ判断し、「学校安全情報配信メール」等

でお知らせします。 
 

屋外にいる場合 

 
○できる限り速やかに頑丈な建物に避難しましょう。 

（できればコンクリート造りの建物や地下施設） 
○近くに適当な建物がない場合は、物陰に隠れ、身を低くし、頭部を

守りましょう。 
 

 

 



４ 熱中症特別警戒アラートが発表された場合             

 対     応 

前日１４：００頃

に発表された場合 

 
○市教育委員会から「学校安全情報配信メール」で翌日の「市立小・

中学校一斉休校」のお知らせがあります。 
 （土・日・振替休日の場合は部活動等の教育活動を中止します。） 
・当日の１４：００頃、改めて発表されれば、翌日も継続して休校と

しますが、発表されなければ、翌日は登校日となります。（いずれ

の場合も、確認のため、市教育委員会から「学校安全情報配信メー

ル」でお知らせがあります。 
・家庭においても、命を守る過ごし方にご配慮くださるようお願いい

たします。 
 
〇その他 
・熱中症予防について 
「熱中症特別警戒アラート」は発表されていないが、「熱中症警戒アラート」発表時や「ア

ラートは発表されていないが熱中症が予想される」場合は、暑さ指数をもとにしながら、

運動の中止に加え、活動内容・活動時間・活動場所等、教育活動の制限等を講じます。 
・夏季休業中に限り「熱中症警戒アラート」が発表された場合は、登下校時の熱中症も懸念

されることから、原則として教育活動を中止します。７月頃に改めてお知らせいたします。 
 
非常災害時及び緊急時における対応等につきましては、万が一を想定して万全を期してまい 

ります。緊急で各家庭にご連絡することもありますので、緊急連絡先に変更等がありましたら、 
速やかに学級担任を通じて、必ず学校にお知らせくださるようお願いいたします。 
また、学校安全情報配信システム及び保護者連絡アプリ「tetoru」に登録されていない保護 

者の皆様には、重要な連絡手段のひとつでもありますので、是非、ご登録くださるようお願い 

いたします。 

（お願い） 

① アドレス変更等の場合は、学級担任を通じて必ずお知らせください。 

② 本校からの「学校安全情報配信メール」を受信したら、確実に「開封通知」を行ってくだ

さい。 


